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①作成中または作成済みの物件の税率を変更する場合

税率を変更する物件を選択し、編集画面を開きます。

  Σでの消費税率の変更手順 

手順①

『書式』をクリックします。

手順②

『共通項目/編集』タブをクリックします。

手順④

『OK』を選択します。

手順③

『8.0』と入力します。

<<物件メモ項目または印刷フォームでの

消費税項目設定>>
物件メモや見積書印刷を利用して、

消費税項目を表示しているお客様は、

担当インストラクターにお問合せ下さい。

設定変更後、変更内容はすぐに反映されます。
自動見積を実行する必要はありません。
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②初期値を「8.0％」に設定する場合

以上

手順①
メインメニュー→
データ設定→
自動見積条件を選択します。

手順②
書式ボタンをクリックし、
基本明細書式で
使用している設定を選択
し、OKボタンをクリックし
ます。

手順③
共通項目/編集タブをク
リックすると消費税率の
設定を変更できます。

手順⑤

『OK』を選択します。

手順④

『8.0』と入力します。

※自動見積条件で設定をした場合、以降に作成する新規の物件の初期値が変更後の８％になります。


